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一般家庭などから発生する一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用を通じて、廃棄

物の適正な処理及び資源の有効な利用を図るため、容器包装リサイクル法（容器包装に係る

分別収集及び再商品化の促進等に関する法律）は平成 12年 4月に完全施行しています。 

さらに、3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進するため、平成 18 年 6 月に

同法の一部を改正し、平成 18年 12月、平成 19年 4、平成 20年 4月と段階的に施行して

います。 

 

１ 容器包装リサイクル制度の背景・目的 

 平成 29年度の全国ごみ総排出量は 4,289万トンでした。我が国で排出されるごみ総排出

量は近年減少傾向にあり、環境省が「ごみ処理基本計画策定指針」でベースラインとしてい

る、平成 24年度 4,523万トンを 5年連続で下まわっています。（図１） 

 容器包装リサイクル法は、一般廃棄物として家庭から排出される容器包装廃棄物を制度

の中でリサイクルすることにより、一般廃棄物の減量と資源の有効活用を図ることを目的

としています。制度内の役割として消費者は「分別排出」、市町村は「分別収集」、事業者（メ

ーカー等）は「リサイクル（再商品化）」の責務を負う、拡大生産者責任を導入して役割分

担が明確化されています。 

 制度は複数の省庁で所管し

ていますが、制度全体は環境

省と経済産業省が所管し、容

器包装を利用・製造する業種

によって、各業種を所管する

省庁が制度の普及・指導の役

割を担っています。リサイク

ル事業を担う指定法人（公益

財団法人日本容器包装リサイ

クル協会）の業務について

は、５省庁（環境省、経済産

業省、農林水産省、財務省及

び厚生労働省）で指導・監督

を行っています。 
図１ ごみ総排出量の推移 



 
 

２ 制度の対象となる事業者と容器包装 

 容器包装リサイクル法では、容器を利用・製造・輸入する者と、包装を利用する者で一定

要件を満たした事業者（以下、「特定事業者」という。）には、市町村が分別収集した容器包

装廃棄物を引き取り、リサイクルすることを義務付けています。 

 対象となる容器包装は、家庭向けの商品に用いられる容器及び包装で、中身を使用した後

の容器や、中身と分離し不要となるものです。このうち、再商品化の義務のある対象素材は、

「ガラス製容器」「ペットボトル」「紙製容器包装」及び「プラスチック製容器包装」、義務

のない対象素材は、「スチール缶」「アルミ缶」「飲料用紙パック」及び「段ボール」となり

ます。（図２） 

 

図２ 容器包装リサイクル制度の対象品について 

 

３ 容器包装を分別するために 

 容器包装廃棄物を消費者が適切に分別排出することで、市町村の分別収集を促進するよ

う、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」により事業者に容器包

装への識別表示（図３）を付すことを義務化しています。 

 識別表示は、容器包装リサイクル法の再商品化の義務とは異なり、容器包装を製造・利用

する事業者の他に、小規模事業者（一定要件以下の事業者）にも義務付けしています。 

 

４ 容器包装のリサイクル義務履行の方法 

 特定事業者がリサイクルの義務を果たすために、制度の中では３つ方法があり、①主務大

臣が指定した指定法人に特定事業者が実施委託料金を支払い、指定法人が再商品化を代行

する指定法人ルート、②特定事業者が自ら又は再商品化事業者に委託して再商品化を行う独

自ルート、③リターナブルびんなど、自ら又は委託して回収する方法で自主回収ルートがあ

り、②と③は主務大臣の認定が必要になります。 



 
 

指定法人は、容器包装廃棄物の再商品化を行うにあたり、市町村、特定事業者及び再商品化

事業者と契約等を結び、「ガラス製容器」「ペットボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製

容器包装」の素材ごとに、市町村が分別回収した容器包装廃棄物の入札を行います。入札に

参加した再商品化事業者は、容器包装廃棄物のリサイクルを行い、その費用を特定事業者が

再商品化実施委託料として指定法人へ支払い、指定法人から再商品化事業者に支払われる

ことにより、再商品化が実施されることになります。（図４） 

 

図３ 識別表示 

 

 

図４ 容器包装リサイクル制度における各主体の相関図 



 
 

 大半の特定事業者が指定法人ルートで再商品化の義務履行を行っています。 

この指定法人ルートで食品産業等の特定事業者が負担している再商品化委託料は、約 377

億円（平成 29年度）であり、食料品製造業、清涼飲料製造業及び食料品小売業などの農

林水産省の所管業種が再商品化実施委託料の約 202億円(約 54％)を占め、容器包装リサイ

クル制度に大きく貢献しています。（図５） 

 

図５ 平成 29年度 再商品化委託料の内訳 

 

５ 事業者の３Ｒ推進の取組 

 容器包装を製造・利用する事業者は、制度の背景にあった廃棄物の最終処分場の逼迫、原

油などの天然資源の枯渇といった問題の解決と経済的な発展を両立するため、３Ｒの取り

組みを基本とした循環型社会への貢献が求められるようになりました。 

 そうした中、容器包装の素材に関係する事業者の８団体※で３Ｒ推進団体連絡会（平成 17

年 12月）が結成され、廃棄物の発生抑制、再使用及び再資源化に向けて、自主行動計画を

策定し、自主的に目標を設定しながら、課題に取り組んでいます。 

※ 8 団体とは、ガラスびん 3Ｒ促進協議会、ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会、紙製容

器包装リサイクル推進協議会、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会、スチール缶リ

サイクル協会、アルミ缶リサイクル協会、飲料用紙容器リサイクル協議会及び段ボールリサ

イクル協議会 

 

６ 容器包装リサイクル制度の見直し等 

 容器包装リサイクル法が施行から 10 年を経過した平成 18 年に、制度の一部改正が行わ

れました。改正の趣旨は、①循環型社会形成推進法における３Ｒ推進の基本原則に則った循

環型社会構築の推進、②社会全体のコストの効率化、③国・自治体・事業者・国民などすべ

て関係者の協働が提起されました。 



 
 

 この改正の中で、社会全体としてリサイクルの合理化・効率化に取り組むという考えに基

づき、リサイクルの効率化が図られた場合は、その成果を市町村と事業者の双方が享受する

「市町村への資金拠出制度」が施行されました。 

 この制度は、特定事業者から指定法人が預かった「拠出委託料」を指定法人が市町村へ「合

理化拠出金」として支払うものであり、平成 29 年に市町村へ約 25 億円が支払われていま

す。 

 改正された容器包装リサイクル法の附則では、施行後 5 年を経過した場合に法の施行の

状況を勘案し、必要があると認めるときは、法の規定について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとしています。これに基づいて、今後の制度の在り方を個別論

点ごとに検討を行い、平成 28年 5月に報告書が取りまとめられました。 

 

７ 報告書に基づく対応 

 報告書では、容器包装リサイクル制度の見直しに係る具体的な施策案のひとつとして「優

良事業者がよりポテンシャルを伸ばせるような優れた入札制度の検討を早急に行うべき。」

とされ、環境省、経済産業省は平成 29年度からプラスチック製容器包装の入札制度の見直

しを行っています。 

 その結果、平成 31 年度の落札結果は、全体の加重平均単価 48,726 円/トン（対前年－

1,511 円/トン）、内訳は材料リサイクル合計 56,406 円/トン（対前年＋1,461 円/トン）。ま

た、ケミカルリサイクル合計 40,078円/トン（対前年－3,258円/トン）、高炉還元 44,523円

/トン（対前年＋5,278 円/トン）、コークス 39,581 円/トン（対前年－7,530 円/トン）、ガス

化 39,218円/トン（対前年＋3,598円/トン）、白色トレイ 54,313円/トン（対前年＋2,901円

/トン）と推移しています。 

 

８ 海洋プラスチック問題への対応 

 食品の容器包装にも多く利活用されているプラスチックは、海洋に流出すると長期間に

わたり環境中にとどまります。世界全体では年間数百万トンを超えるプラスチックごみが

海洋に流出していると推計され、地球規模での環境汚染が懸念されています。 

このため、プラスチックの資源循環を総合的に推進するための方向性を取りまとめた「プ

ラスチック資源循環戦略」及び、海洋プラスチックごみ問題に係る具体的な対策を取りまと

めた「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」を策定しています。（図６）（図７）ま

た、「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」についても、漂

流ごみや海底ごみを含む海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため、同法に基づ

く政府の基本方針についても変更いたしました。 

このほか、農林水産省では、食品産業におけるプラスチック製品利活用を踏まえ、自ら

プラスチック資源循環に向けた取組を宣言する「プラスチック資源循環アクション宣言」

を昨年 10月から募集し、令和元年 6月現在で 90社から宣言をいただいています。応募さ 



 
 

 

図６ プラスチック資源循環戦略の概要 
 

 
図７ 海洋プラスチックごみ対策アクションプランの概要 



 
 

れた自主的取組の内容は、レジ袋、ストロー使用抑制や有料化、代替素材の活用、プラスチ

ック資源の削減に資する技術開発などが進められています。プラスチック資源循環に資す

る様々な皆様の自主的取組を募集しています。（図８） 

 

９ 最後に 

 農林水産省では、制度の周知・普及を行うとともに、容器包装リサイクル法における再商

品化の義務を果たしていない事業者（以下、「ただ乗り事業者」という。）が未だ存在してい

ることから、義務を履行している事業者との公平性を確保するため、食品関連事業者に対し

て点検指導を実施し、その点検指導によっても義務を履行しないただ乗り事業者に対して

は、法に基づく措置についても実施しています。 

 また、所管する食品産業等の関係する制度の見直しや施策等について、検討が行われる際

は関係団体、事業者等の動向を把握しながら、意見が反映されるよう取組を進めてまいりま

す。 

 日本食品包装協会をはじめ包装に携わる皆様におかれましては、容器包装リサイクル法

の主旨をご理解いただき、事業活動を進める中、循環型社会の構築、社会全体のコストの効

率化が推進されますように、取り組みにご協力を頂ければ幸甚です。 

 

図８ プラスチック資源循環アクション宣言 


